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【提出上の注意】

1） 法令集は、申し込みのあった学校にのみ送付しています。

2） 法令集の配付は、原則として1学校（学校番号）に1冊です。

3）

本依頼書を提出してください。

4） 送付先住所は、私学事業団に登録している広報刊行物の送付先となります。

上記のとおり依頼します。
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※「申込」又は「中止」のどちらかを○で囲んでください。

次年度以降は自動的に送付します。法令集の配付を中止する場合は、再度
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「私立学校教職員共済制度関係法令集」配付　申込　・　中止　依頼書
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